
令和４年度「総合的な相談支援体制の充実事業」活動の状況

2 連携促進のためのツールづくり

3 連携促進のための研修実施

1 つながる活動（庁内外の連携体制の構築）

4 相談対応・つながる場の開催

・昨年度同月比で1.61倍 （つながる場の開催数は昨年度と同程度）
・継続ケースの割合が、増加傾向にある。

※4月～1月の件数の比較。

・令和４年度から各区保健福祉センターに、福祉専門職の会計年度任用職員である「つながる体制推進員」を配置。
・つながる体制推進員は、複合的な課題を抱える世帯についての相談受付や関係機関同士の調整、研修の企画を主体的に行うなど、日ごろか
ら相談支援機関・地域・行政のつながりを深める活動をしている。

・福祉局地域福祉課では、市全域における本事業の円滑な運営とつながる体制推進員の資質向上のため、事業担当者連絡会（年３回）に加え、
月１回のつながる体制推進員研修会を実施し、分野を越えた業務理解の促進と各区の好事例の共有を図った。

・令和４年11月には、つながる体制推進員が中心となって事業担当者のブロック会を企画運営し、各区の課題と取組の共有を行った。

令和４年度第 ２ 回 大阪市障がい者施策推進協議会
地域自立支援協議部会 資料

各区の取り組み （令和４年４月～令和５年１月）

住之江区事例確認シート

中央区相談先早わかりシート旭区コアメンバー会議（ツール検討）

淀川区夢ちゃんワンチーム
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【参考資料４】
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※「総合的な支援調整の場（つながる場）」
区保健福祉センターが「調整役」となり、様々な分野の相談支

援機関や地域の関係者などが一堂に会し世帯全体の支援方針を検
討・共有するとともに、支援にあたっての役割分担を明確にする
ための場

総合的な相談支援体制の充実事業について

相談

見守り・発見

◇事業実施状況

福祉課題が一層複雑化・多様化・深刻化するなかで、複合的な課題を抱えた要援護者を支援するしくみの構
築が喫緊の課題となり平成29年度よりモデル実施、令和元年度より全区展開
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◇総合的な相談支援体制の充実事業の枠組み
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「SV相談」
「つながる場」
「研修会等」へ派遣し
区職員を支援

（参考）区長会議・福祉健康部会での決議内容（平成30年９月18日）
「全区において、総合的な相談支援体制の充実を図る」
「各区において、それぞれの実情に応じた手法について十分な検討を行うとともに、福祉局が支援・取りまとめを行うこと」

◆複合的な課題を抱えた人や世帯を支援する
取り組み

⇒庁内連携体制の構築と 「総合的な支援調
整の場（つながる場）※」の開催

◆相談支援機関・地域・行政等の連携促進に
向けた取り組み

⇒連携促進にむけた「ツール」の開発や「研修
会」の開催
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